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藤沢マイスター実演会 ＆ 藤技連技能まつり 

 

【今月号の主な内容】 

 産業フェスタ（５月２８日・２９日）                 Ｐ１ 

 街頭労働相談、藤沢市技能者表彰推薦者募集                 Ｐ２ 

 ロボット補助金、クールワークキャンペーン              Ｐ３ 

 融資制度をご活用ください                         Ｐ４ 

藤沢マイスター 倉田 信彦さん（機械加工・多能工）

による機械加工の実演や、参加者が実際に機械加工

の体験をすることができます。 

また、市内で活躍するマイスターのパネル展示やマイ

スター動画の上映を行います。 

 

◆藤沢マイスター実演会 
 
場 所  藤沢市民会館：第１展示集会ホール 

 

藤沢市技能職団体連絡協議会による実演・即売・１日

職人体験など 

 

◆ 技 能 ま つ り 

場 所  

 

藤沢市民会館 第２会場 

第２展示集会ホール及び前広場・周辺通路 

 ※第２展示集会ホールは２８日（土）のみの実施となります。 

 

「２０２２ふじさわ産業フェスタ」にて 

藤沢市マイスター事業「藤沢マイスター実演＋展示会」と 

藤沢市技能職団体連絡協議会による「技能まつり」を実施しま

す！藤沢市で活躍する技能者・技術者の技を体感するチャンス

です。ぜひこの機会にご参加ください。 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を 
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て
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！ 
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【藤沢マイスターとは…】極めて優れた技術を有し、市民生活や産業の発展を支える技能者・技術者 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻堂駅で街頭労働相談を実施します 
 

※申し込み不要 

 
神奈川県社会保険労務士会藤沢支部及びかながわ労働センター湘南支所と連携し、

職場のトラブルや社会保険・年金など様々な労働問題を解決するため、 

気軽に相談を行えるように立ち寄りやすい辻堂駅で労働相談を実施します！ 

 

 

２０２２年５月２６日 木  
１２時～１９時 

 

 

辻堂駅北口自由通路 
 

問 い 合 わ せ 産 業 労 働 課 TEL   0466-50-8222 

 

かながわ労働センター職員、社会保険労務士及びキャリアカウンセラーによる労働相談等 

啓発用パネルの設置及び労働手帳等の資料配架による労働関係法等知識の普及啓発 

 

 

市では、時代のニーズに即応しながら市民生活を根幹から支える技能職者の功績を称えると

ともに感謝の意を表し、毎年１１月２３日（勤労感謝の日）に技能者表彰式を開催しています。 

今年度の表彰を実施するにあたり、技能者（職人）を募集しますのでぜひご推薦ください。 

 

募集期間 

申請方法 

２０２２年６月１０日   金  ～ ２０２2年７月８日  金 

藤沢市ホームページから様式をダウンロードし、７月８日（金）までに郵送又は 

持参にてご提出ください。 

 

表彰基準については、藤沢市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/sangyo/gino/ginousyahyousyou.html 

推薦書については、募集開始日から配布します（ホームページにも同日掲載予定） 

問 い 合 わ せ 産 業 労 働 課 

 TEL  ０４６６－５０－８２２２ 

住 所  〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１－１本庁舎８階 藤沢市役所産業労働課 

 

技能者（職人）をご推薦ください！ 技能者（職人）
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https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/sangyo/gino/ginousyahyousyou.html


▶補助概要 

医療、介護、福祉、家事、安全、安心等の生活分野において使用されるロボット 

又はそれに関連する要素技術に関する試作開発に要する経費。 

▶補助対象経費以内（上限１００万円） 

▶受付期間 ２０２２年５月１０日（火） ～ ５月２７日（金）１７時（必着） 

▶詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/robokyun/robottosangyousuishinjigyouhojokin.html 

 

 

厚生労働省ホームページ   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html 
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T  E  L     0466-50-3530  

E-mail    fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp 

 

令和４年度 

ロボット産業推進事業補助金の 

募集開始します！ 
 

藤沢市では、市内中小企業者によるロボット産業への参入及び 

ロボットに対する研究開発の促進を図るため、生活支援ロボット

などの試作開発に要する経費を助成します。 

職場における熱中症により、毎年約２０人が亡くなり、約６００人が４日以上仕事を休んでいます。

夏季を中心に「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に

取り組みましょう！ 

熱中症 
ＳＴＯＰ！ 

 

 

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握 

ＪＩＳ規格に適合したＷＢＧＴ指数計でＷＢＧＴ値を測りましょう。 

測定したＷＢＧＴ値に応じて各対策を取りましょう 

ＷＢＧＴ値が高いときは、単独作業を控え、作業の中止、こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。 

通気性の良い服装を着用しましょう。のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を取りましょう。 

▶実施期間：５月１日～９月３０日（重点取組期間７月１日～７月３１日） 

▶キャンペーン期間中の取組について（一例） 

 

問い合わせ    産業労働課（工業・新産業担当）  
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詳細はこちら 

詳細はこちら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用保証料 利子

一　般 市内中小企業の経営に必要な事業資金 90％
（上限20万円）

－

借換資金
保証協会の保証を得た資金を利用している
市内中小企業の資金調達の円滑化等を図る
ための事業資金

－ －

設備導入
特別資金

市内事業所での設備導入に必要な事業資金
(1年超10年以内)

  1.5％以内
90％

（上限20万円）

年0.5％以内
２年間

（上限20万円）

短　期
市内中小企業の経営に必要な事業資金で１
年以内に一括返済することが可能なもの

－
(1年以内)

  1.5％以内
1年以内 一括返済 － －

一　般
売上げが減少している方のための低利な事
業資金

90％
（上限20万円）

借換資金
藤沢市中小企業融資制度を利用している市
内中小企業の資金調達の円滑化等を図るた
めの事業資金

－

小規模企業者のための事業資金
運転
/設備

500万円 1.8％以内 1年超5年以内
（据置4か月以内）

元金均等
割賦返済

90％
（上限20万円）

年0.9％以内
３年間

一　般
開業前もしくは開業５年未満の方のための
事業資金

1.8％以内

特　定
特定創業支援等事業を受けた方のための事
業資金

1.6％以内

100％
（上限20万円）

運転
/設備

年1.8％以内
2年間

（女性、若者／シニア

起業家は3年間）

運転
/設備

1,000万円

※運転資金は
500万円以内

元金均等
割賦返済

元金均等
割賦返済

運転資金
1年超5年以内

 （据置12か月以内）
設備資金

1年超7年以内
 （据置12か月以内）

年1.3％以内
1年間

※売上減少要件あり

資金の種類

景気対策
特別資金

補助制度対象
貸付期間

返済
方法

運転
/設備

2,000万円 1.4％以内 1年超7年以内
（据置12か月以内）

元金均等
割賦返済

5,000万円

資金
使途

貸付限度額
貸付利率

（固定金利）

創業支援
資　　金
「キュンとする

スタートアップ」

(1年超5年以内)

  1.8％以内
(5年超10年以内)

  2.1％以内

運転資金
1年超７年以内

 （据置12か月以内）
設備資金

1年超10年以内
 （据置12か月以内）

中小企業
支援資金

小規模企業緊急資金

藤沢市中小企業融資制度をご活用ください 

 
藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るための制度です。 

 融資を利用する際は、市による対象要件確認後に金融機関へ申込み、金融機関と神奈川県信用保証協会の

審査を受けてから実行されます。 

 運転資金の用意や設備導入等をご検討中の中小企業の方はぜひご活用ください。 

 

１．中小企業信用保険法に定める中小企業者（対象外業種あり）又は協同組合等であること 

２．市内に主たる事業所を有し、市内において既に事業を営んでいること（創業支援資金は開業前の

個人（藤沢市に住民登録あり）も可） 

３．許認可等を要する事業の場合はその許認可等を受けていること 

４．市税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと 

 

 

 

 

 

 

利用資格要件  

受付窓口・問い合わせ  

〒２５１－００５２ 藤沢市藤沢６０７番地の１ 藤沢商工会館２階 

公益財団法人湘南産業振興財団 融資担当 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０４６６－２１－３８１３ Ｆ Ａ Ｘ ０４６６－２４－４５００ 

受付時間：午前９時～午後４時３０分（正午～午後１時を除く、土日祝日・年末年始除く） 

 

＼ 詳細はこちら ／ 

※原則として、市内支店での取扱い（一部例外あり） 

横浜銀行 スルガ銀行 静岡銀行 神奈川銀行 静岡中央銀行 みずほ銀行 きらぼし銀行 

三菱ＵＦＪ銀行 かながわ信用金庫 横浜信用金庫 湘南信用金庫 城南信用金庫 

※詳しくは・・「令和４年度藤沢市中小企業金融のしおり」をご覧ください 

配布先⇒ 公益財団法人湘南産業振興財団/各取扱金融機関/産業労働課、各市民センター・公民館/等 

藤沢市ホームページ

取扱金融機関  

【令和４年度 藤沢市中小企業融資制度一覧】 

 


